
第 13号議案 

 

 

愛南町高齢者タクシー利用助成条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 
   愛南町高齢者タクシー利用助成条例の一部を改正する条例 

 愛南町高齢者タクシー利用助成条例(令和３年愛南町条例第５号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条第１項第１号中「80歳未満」を「75歳未満」に改め、同項第２号中「80歳

以上」を「75歳以上」に改め、同条第２項第１号を次のように改める。 

 (１) 運転免許を有する者 

 様式第１号中「80歳未満」を「75歳未満」に、「80歳以上」を「75歳以上」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

令和７年３月７日提出 

 

 

愛南町長 中村 維伯   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 現行の制度を見直し、対象者の年齢要件を改正するとともに、道路交

通法の改正に伴い、運転免許証の規定を改めるため。 
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愛南町高齢者タクシー利用助成条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条及び第２条 略 第１条及び第２条 略 

（対象者） （対象者） 

第３条 本文略 第３条 本文略 

(１)  70歳以上80歳未満の者であって、

本町の住民基本台帳に記録されている住所

(以下「住居」という。)から最も近い路線

バスの停留所(停留所以外の場所で乗降で

きる区間であるときは、その路線)までの距

離が300メートル以上離れていること。 

(１)  70歳以上75歳未満の者であって、

本町の住民基本台帳に記録されている住所

(以下「住居」という。)から最も近い路線

バスの停留所(停留所以外の場所で乗降で

きる区間であるときは、その路線)までの距

離が300メートル以上離れていること。 

(２) 80歳以上の者 (２) 75歳以上の者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する者は、補助の対象としな

い。また、住居と異なる住所に居住する者

又は他のタクシー利用助成事業による助成

を受ける者は、原則として補助の対象とし

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する者は、補助の対象としな

い。また、住居と異なる住所に居住する者

又は他のタクシー利用助成事業による助成

を受ける者は、原則として補助の対象とし

ない。 

 (１) 運転免許証を保有する者  (１) 運転免許を有する者   

 (２) 略  (２) 略 

第４条～第13条 略 第４条～第13条 略 

様式第１号(第４条関係) 様式第１号(第４条関係) 

 

   年 月 日   

 

 愛南町長  様 

 

申請者 住所      

氏名      

             電話番号    

             対象者との続柄  

 

 

 

愛南町高齢者タクシー利用申請書 

 

 愛南町高齢者タクシー利用助成条例第４条第

１項の規定によりタクシーの利用を申請しま

す。 

 

 

   年 月 日   

 

 愛南町長  様 

 

申請者 住所      

氏名      

             電話番号    

             対象者との続柄  

 

 

 

愛南町高齢者タクシー利用申請書 

 

 愛南町高齢者タクシー利用助成条例第４条第

１項の規定によりタクシーの利用を申請しま

す。 

 

 
 

対

象

者 

住 所 
愛南町              

(行政区名：  ) 

氏 名  

生 年

月 日 
年  月  日 

電話

番号  
 

 
 

対

象

者 

住 所 
愛南町              

(行政区名：  ) 

氏 名  

生 年

月 日 
年  月  日 

電話

番号  
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現     行 改  正  案 

 

 

※職員記入欄 

対象者の自宅から最も近い路線

バスの乗降地点までの距離 
㎞  

 

申

請

区

分 

申請日において、次のいずれか該当

する方に☑を付けてください。 

□70歳以上80歳未満の者であって、

住居から最も近い路線バスの乗

降地点までの距離が300ｍ以上離

れているもの 

□80歳以上の者 

申

請

要

件 

次の要件を全て満たすことを誓約

します。 

１ 運転免許証を有していないこと

(自主返納した場合を含む。)。 

２ 介護保険サービスを提供する施

設等に入所していないこと。 

 

 

※職員記入欄 

対象者の自宅から最も近い路線

バスの乗降地点までの距離 
㎞  

 

申

請

区

分 

申請日において、次のいずれか該当

する方に☑を付けてください。 

□70歳以上75歳未満の者であって、

住居から最も近い路線バスの乗

降地点までの距離が300ｍ以上離

れているもの 

□75歳以上の者 

申

請

要

件 

次の要件を全て満たすことを誓約

します。 

１ 運転免許証を有していないこと

(自主返納した場合を含む。)。 

２ 介護保険サービスを提供する施

設等に入所していないこと。 

以下 略 以下 略 

 


